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Ⅰ．は じ め に

児童相談所への児童虐待の相談件数は年々増加の一
途を辿っており，2018年度は過去最高の159,850件で
あった。年間の虐待死も70～100人前後で報告されて
いる。死亡した子どもの年齢は０歳が最も多く，０歳
のうち月齢０�月が高い割合を占めている1）。悲痛な
転帰を辿る子どもを救うには，出生後から支援を開始
するのでは遅いと言え，その対応は児童相談所や保健
機関だけでは難しいと思われる。健やか親子21（第２
次）の基盤課題および重点課題でも﹁切れ目ない妊産
婦・乳幼児への保健対策﹂と﹁妊娠期からの児童虐待
防止対策﹂が挙げられている。医療機関も妊娠期から
関わりを持ち，出生前から連携をしていく必要がある。
そのためには妊娠期からの母子保健情報をきちんと評
価・利活用し，ポピュレーション・アプローチと同時
にハイリスク・アプローチを行うことが重要であると
考える。

社会的ハイリスク妊婦は，出産後の養育困難が予
測される妊婦と一般的に捉えられているが，はっき
りした定義はなく，実態調査も少ない。経済的困窮，
望まぬ妊娠，母体精神疾患などは児童虐待のリスク
となる2，3）。社会的ハイリスク妊婦は児童虐待との関
連が示唆されているが，報告は少ない。社会的ハイリ
スク妊婦と概念がオーバーラップしているものに特定
妊婦がある。2009年に改正施行された児童福祉法で
は﹁出産後の養育について出産前において支援を行う
ことが特に必要な妊婦﹂を特定妊婦とし，光田の報告
によると，ある市の要保護児童対策地域協議会におけ
る特定妊婦は４年間で妊娠届出数5,893件のうち163件

（2.8%）であった4）。特定妊婦からの要保護・要支援

児童の発生率は47.2%，特定妊婦以外の妊婦からの発
生率が2.2％とされており4），特定妊婦の方が高いこと
がうかがえる。今回は医療機関での調査であり，社会
的ハイリスク妊婦という用語を用いてその実態と出生
児の状況について調べることとした。

Ⅱ．社会的ハイリスク妊婦の実態調査

今回調査を行った飯塚病院は，福岡県内にある４つ
の児童虐待防止拠点病院の１つであり，医療人口は13
万人で総合周産期母子センターを有している。妊娠期
からの切れ目ない支援や児童虐待の予防の観点から，
社会的ハイリスク妊婦とその出生児の実態を明らかに
するため調査を行った。前述したように社会的ハイリ
スク妊婦には，はっきりとした定義がないため，今回
の調査では厚生労働省の養育支援訪問事業ガイドライ
ンに挙げられている下記７項目のうち１つでも満たす
ものを社会的ハイリスク妊婦と定義した。また要件を
全く有していないものを対照群とし，診療録から後方
視的に妊婦および出生児の状況に関して検討を行っ
た。統計解析はχ2検定を用いて行い，p＜0.05を有意
差があると判断した。
≪社会的ハイリスク妊婦とした要件≫

１．若年妊娠
２．経済的困窮
３．妊娠葛藤の吐露
４．多胎妊娠
５．妊婦の心身の不調�（母体精神疾患等）
６．妊娠後期の妊娠届
７．妊婦健診未受診
2014～2016年の３年間に飯塚病院で分娩を行った

1,691症例を検討し，死産・流産の53例は除外した。
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社会的ハイリスク妊婦と規定した妊婦は396例�（23%）
であった。社会的ハイリスク妊婦の要件は経済的困窮
が185例，妊婦の心身の不調が100例，若年妊娠が74例，
多胎妊娠が68例，妊娠葛藤の吐露が59例，妊娠後期に
妊婦健診を初回受診した症例が33例，妊婦健診未受診
が10例であった（重複を含む）（表１）�。さらに７項
目以外にもリスク因子となる可能性がある項目に関し
て，対照群と患者背景を比較した�（表２）。社会的ハ
イリスク妊婦では家庭内暴力，母の幼少期の虐待経験，

兄弟児の児童相談所介入歴などで，対照群と比較し有
意差を認めた。また社会的ハイリスク妊婦は65% で
医療ソーシャルワーカーが介入し，地域保健師と連携
を行っていた。

Ⅲ．社会的ハイリスク妊婦の出生児について

出生児の状況は，社会的ハイリスク妊婦からの出生
児では，平均在胎週数は38週０日，平均出生体重は
2,664g であった。社会的ハイリスク妊婦から出生した
児の NICU 入院割合は42%，対照群は29％と有意差を
認めたが�（表３），これは今回の定義に多胎を含んだ
ことによると推察する。飯塚病院では院内虐待防止委
員会を設置し，独自のチェックリストを用いて児童虐
待が強く疑われる症例の早期発見に努めている。社会
的ハイリスク妊婦の出生児は院内虐待防止委員会介入
症例が57例，児童相談所介入症例が43例，社会的養護
施設入所例が17例，警察介入例が17例，退院後の不詳
な死を４例認めた。これらはいずれの項目でも対照群

表１　社会的ハイリスク妊婦396例の要件の内訳
社会的ハイリスク妊婦の要件

（重複あり） 人数（％）

経済的困窮 185�（46）
妊婦の心身の不調 100�（25）
若年妊娠 74�（19）
多胎妊娠 68�（17）
妊娠葛藤の吐露 59�（14）
妊娠後期の妊娠届 33�（8.3）
妊婦健診未受診 10�（2.5）

表２　社会的ハイリスク妊婦群と対照群の背景比較
社会的ハイリスク妊婦群（%）

n=396
対照群（%）

n=1,242 p 値

喫煙 101（25） 88�（7） <0.001
飲酒 40（10） 114�（9） 0.621
家庭内暴力 30（7.6） 3�（0.2） <0.001
幼少期の虐待経験 9（2.3） 0�（0） <0.001
違法薬物の使用 9（2.3）� 1�（0.08） <0.001
母・パートナーの逮捕歴 9（2.3） 0�（0） <0.001
兄弟児の児童相談所介入歴� 25（6） 0�（0） <0.001
医療ソーシャルワーカー介入歴 258（65） 118�（10） <0.001
母体基礎疾患 182（46） 587�（47） 0.686
性感染症 25（6） 21�（1） <0.001
不妊治療 24（6）� 116�（9） 0.049
切迫早産での入院 99（25）� 228�（18） 0.005
多産 * 17（5） 2�（0.2） <0.001
パートナーとの年齢差≧10 42（11） 67�（5） 0.001

* 今回の調査では既に5人以上の出産があることとした。

表３　社会的ハイリスク妊婦群と対照群の出生児の状況比較
社会的ハイリスク妊婦群（%）

n=396
対照群（%）

n=1,242 p 値

NICU 入院 166（42） 355�（29） <0.001
院内虐待防止委員会介入 57（14） 19�（1.5） <0.001
児童相談所介入 43（11） 8�（0.6） <0.001
社会的養護施設入所 17（4）� 1�（0.08） <0.001
警察介入 17（4） 7�（0.6） <0.001
不詳の死 4（1） 2�（0.2） 0.033
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と比較し有意差を認めており，社会的ハイリスク妊婦
の出生児は児童虐待が生じる可能性があり，出産後も
注意深く関わりを持ち見守る必要があると考える。な
お，社会的ハイリスク妊婦396例から出生した児童の
発育，発達的予後については現在調査解析中である。

Ⅳ．妊娠期からの切れ目ない支援

本調査では，社会的ハイリスク妊婦の判断基準や目
安が一定していない中，調査期間中に確認された社会
的ハイリスク妊婦の率は，総分娩の23％と高率であっ
た。社会的ハイリスク妊婦は経済的困窮をはじめ，養
育上の問題を多く抱えていた。全国規模での社会的ハ
イリスク妊婦の発生率に関する調査研究はほとんどな
い。多胎数や若年妊娠，妊婦健診未受診などは客観的
数字として計算されるため，調査地区間での比較がで
きるが，経済的困窮や妊娠葛藤などは主観的な評価も
加わるため，調査地区によって開きが出てくるものと
思われる。周産期死亡率や母乳栄養を実施している率，
妊婦の喫煙率などの母子保健領域においても地域格差
が出ており，社会的ハイリスク妊婦発生率の地域格差
を今後調査していくうえでも，社会的ハイリスク妊婦
の明確な基準が必要と思われる。明確な基準が必要な
理由としては，医療機関と保健・福祉機関が共通言語
を用いて家庭の問題を評価し，連携するためでもある。
また社会的ハイリスク妊婦の状況も家庭内暴力の存在
や幼少期の虐待経験，兄弟児の児童相談所介入歴など
で有意に多い項目があり，今回社会的ハイリスク妊婦
を定義した７つの要件以外にも重視されるべき項目が
存在する可能性がある。社会的ハイリスク妊婦の要件
とアウトカムの関連を導き出すために前方視的な観察
や多変量解析が必要であり，そうすることで母子保健
情報の有効な利活用につながると考える。

社会的ハイリスク妊婦の同定は重要であると思われ
る。ただし，われわれは決して社会的ハイリスク妊婦

というレッテルを貼りたいわけではない。養育困難を
抱えることが予測される家庭を妊娠前からピックアッ
プし，多職種・多機関で関わることで，悲痛な転帰を
辿る子どもおよびその保護者をなくしたいのである。
そのためには医療機関や行政がある程度共通認識を持
ち，連携することで，妊娠期からの支援を有効なもの
にする必要がある。第一歩はわれわれが関心を持ち，
その家庭に関わることである。一方で，今回の調査で
行政との情報共有・支援を行ったにもかかわらずマル
トリートメントが疑われる不詳の死の症例があり，支
援のあり方も再考していく必要があると思われた。出
産前からの母子保健情報を後の子育て支援に有益に活
用し，子どもの健やかな成長を見守ることがわれわれ
の役目であると考える。
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